
～幼児期からの「人間力」向上総合推進プラン～

○総合施設モデル事業（文部科学省・厚生労働省連携事業）

所 管：厚生労働省
対象幼児：保育に欠ける子ども
対象年齢：０～５歳
提供内容：保育所保育指針
職 員：保育所保育士

所 管：文部科学省
対象幼児：入園を希望する子ども
対象年齢：３～５歳
提供内容：幼稚園教育要領
職 員：幼稚園教諭

【参考】現行制度

保育所幼稚園

総合施設モデル事業（平成１７年度）

【文部科学省・厚生労働省】

○内 容
総合施設における教育・保育の内容や職員配置、施設設備の在り方に関する検討 など

○指導・助言・調査
○調査結果の検証・普及 など
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（３０箇所）


